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令和２年及び令和３年（９月末）の労働災害発生状況について

■令和３年の建設業労働災害発生状況（管内の９月末）
管内の建設業の災害は、58件発生し、前年を23件上回っています。業種別では、「その他の建設業」が前年比で ６

倍、「土木工事業」で約53％の大幅な増加となっています。「墜落・転落災害」が依然として多く発生していますが、「新
型コロナウイルス感染症」による災害も発生していますので、引き続き、墜落・転落災害防止対策の徹底のほか、新型
コロナウイルス感染症に係る感染防止対策の徹底（特に休憩や会議等の際の感染防止対策）をお願いします。

■ 過重労働解消キャンペーンについて

１．毎年11月は、「過労死等防止啓発月間」です。同月間に 「過重労働解消キャンペーン」 を実施しますが、キャンペーン期

間中は、次の取組を行います。

① 労使の主体的な取組の促進を促します。

② 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。

③ 重点監督を実施します。

④ 「特別労働相談」（令和３年11月６日（土））を実施します。

詳しくは右のサイトからアクセスしてください。

２．過重労働による健康障害等を防止するために、労働時間を適正に把握し、次の措置を講じましょう。

① 時間外・休日労働時間等を削減しましょう。

② 年次有給休暇の取得を促進しましょう。

③ 労働者の健康管理に係る措置を徹底しましょう。

３．月間を中心に、 「過重労働解消のためのセミナー」 や「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されます。

セミナーは、全国５都市で開催されるほか、オンラインセミナーとして12月14日まで延べ55回開催されます。受講対象者

は、事業主や人事労務担当者・管理者、総務担当者などです。セミナーの内容は、「過重労働の現状と企業経営に与える

影響」、「知っておくべき労働時間等に関する基準」、「対策に必要な関係法令」、「ストレスチェック制度」、「事業主等に求

められる措置」、「実施すべき取組と防止対策の具体例」、「職場のパワーハラスメント対策」、「陥りがちな違法行為・裁判

事例」などです。ぜひ参加してください。セミナーは右のサイトからアクセスしてください。

「過労死等防止対策推進シンポジウム」は各都道府県で開催されます。秋田会場は、11月２９日（月）に開催されます。
「『ハラスメントとコンプライアンス』と題した基調講演」のほか、「取組事例報告」、「過労死遺族からの声」などが予定され

ておりますので、ぜひ参加してください。シンポジウムについては、裏面を参照してください。
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